
令和２年度事後評価の実施に関する計画（政策評価の事前分析表）
（法務省２－(４)）

施策名 法教育の推進

担当部局名 大臣官房司法法制部司法法制課

施策の概要 国民一人ひとりが，法や司法の役割を十分に認識し，法やルールにのっとった紛争の適

正な解決を図る力を身に付けるとともに，司法の国民的基盤の確立を図るため，法教育を

推進する。

政策体系上 司法制度改革の成果の定着に向けた取組

の位置付け （Ⅰ－２－(4)）

達成すべき 教員や教育関係者に対し，広報活動等の実施により法教育に対する理解を促進し，併せ

目標 て，利便性の高い法教育教材を提供することにより，学校教育現場における法教育の学習

機会の確保及び学習内容の充実を実現し，ひいては，法律専門家ではない一般の人々が，

法や司法制度，これらの基礎になっている価値を理解し，法的なものの考え方を身に付け

ることを通じ，多様な人々が互いを尊重しながら共生する自由で公正な社会を支える人材

を育成する。

目標設定の 近年，社会はグローバル化が進展し，異なる価値観を有する者同士が協働する機会が増

考え方・根拠 加するなど，その複雑困難さを増しているところ，このような状況下においても自由で公

正な社会を維持していくために，それを支える人材の育成が強く求められている。

そのためには，法律専門家ではない一般の人々が，様々な人々が社会で共生する上で，

法やルールが不可欠なものであることを理解し，多面的・多角的な課題につき，自ら考え，

自らの意見を主体的に述べるとともに，他人の主張を公平に理解し，多様な意見を調整し

て合意を形成したり，法やルールにのっとった適正な解決を図ることのできる資質や能力

を身に付ける必要がある。

このような資質や能力の育成は，児童生徒の発達過程を通じた長期間を要するものであ

ることから，それを達成するための第一次目標として，学校教育現場における法教育の学

習機会の確保及び学習内容の充実の実現を設定し，そのための行政手段として，法教育へ

の関心度の測定，教員や教育関係者に対する「広報活動等の実施による法教育に対する理

解の促進」及び「利便性の高い法教育教材の提供」を選定した。

施策に関係す ○司法制度改革推進計画（平成14年３月19日閣議決定）
る内閣の重要 Ⅳ－第２－２ 司法教育の充実

*1

政策（施政方 ○消費者教育の推進に関する基本的な方針（平成25年６月28日閣議決定，平成30年３月20

針演説等のう 日変更）
ち主なもの） Ⅱ－３－（４） 法教育

*2

○「世界一安全な日本」創造戦略（平成25年12月10日閣議決定）
Ⅲ－３－（６）－① 法教育に関する関係機関との連絡調整及び学校教材の改定*3

○消費者基本計画（平成27年３月24日閣議決定）
第４章－４－（２） 消費者教育の推進

*4

○第３次犯罪被害者等基本計画（平成28年４月１日閣議決定）

Ⅴ－第５－１－（７） 生命・身体・自由の尊重を自覚させる法教育の普及・啓発
*5

○再犯防止推進計画（平成29年12月15日閣議決定）
Ⅱ－第６－２－（２）－①－イ 法教育の充実*6

○経済財政運営と改革の基本方針2019（令和元年６月21日閣議決定）
第２章－５－（７）－② 治安・司法

*7

政策評価実施 令和３年８月



予定時期

年度ごとの目標値
測定指標 基準値

基準年度 ２年度

１ 法務省ホームページ内の法教 － 元年度 対前年度増

育関連ページのアクセス件数

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

法教育に関する情報や法教育教材等を掲載する法務省ホームページ内の法教育ページへのアクセス件数

は，教員及び教育関係者を含む国民の法教育への関心度を測るための指標として有効であり，また，アクセ

ス件数の変動は，周知・広報が効果的かどうかの評価を行う指標としても有効であることから，同アクセス

件数を指標とし，対前年度増を目標値とした。

年度ごとの実績値
過去の実績

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

法務省ホームページ内の法教育関連ページ
*8
へのアク 21,384 21,714 27,245 36,366 集計中

セス件数

施策の進捗状況（目標）
測定指標 基準

基準年度 ２年度

２ 協議会等の活動状況 － － 法教育推進協議会
*9
及び部会

*10
（以下「協議会等」

という。）を開催し，協議，情報交換等を行い，そ

の内容を広く情報提供する。

なお，協議会等においては，小・中・高等学校

における法教育の実践状況調査
*11
の結果を踏まえ

た協議等を行い，学校現場等における法教育授業

の円滑な実施に向け，法教育教材の作成や，法曹

関係者と教育関係者との連携の在り方等に関する

検討を行う。

測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠

法教育の推進のためには，法曹関係者と教育関係者が連携して取り組む必要があるところ，各界の代表

や有識者で構成される協議会等を開催し，法教育に関する協議・情報交換等を行うことや，学校における法

教育の実践状況等を調査し，既存教材の改定や新規教材の作成を行うことが重要であることから，協議会等

における協議・情報交換等を目標とし，その活動状況を測定指標とした。

施策の進捗状況（実績）

元年度

－

年度ごとの実績値
参考指標

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度



協議会等の開催実績（回） 5 8 10 11 集計中

施策の進捗状況（目標）
測定指標 基準

基準年度 ２年度

３ 法教育活動への協力・支援， － － 法教育活動（教材作成，授業実施等）への協力

法教育に関する広報活動等の ・支援等を行うことにより，法教育の意義につい

実施状況 て理解を広め，法教育の実践を拡大させる。

測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠

法教育の推進のためには，具体的な法教育活動（教材作成，授業実施等）に対する協力・支援を行うとと

もに，教員及び教育関係者を含む国民の意識，関心を高めるべく，幅広い層を対象にした広報活動等を行う

必要があることから，これらを積極的に実施することを目標とした。具体的には，法務省職員が学校等に出

向いて実施する法教育授業の実施回数や，教員向けに開催する法教育セミナーの結果なども参考にしつつ，

達成度合いを評価することとした。

施策の進捗状況（実績）

元年度

－

年度ごとの実績値
参考指標

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

法教育授業実施回数（回） 2,947 3,167 3,553 3,948 集計中

教員向け法教育セミナー参加者に対するアンケート結果 － － － － 92

（法教育授業を実践してみたいと思った割合）（％）

達成手段 予算額計（執行額） ２年度 関連
当初 する

（開始年度） 29年度 30年度 元年度 予算額 指標

①法教育の推進 21百万円 22百万円 29百万円 31 1,2,3

（ － 年度） （16百万円） （13百万円） 百万円

令和２年行政事業
達成手段の概要等

レビュー事業番号

学校教育現場における法教育の学習機会の確保及び学習内容の充実を実現するため， －

協議会等を開催し，法教育教材の作成や法曹関係者と教育関係者との連携の在り方等に

関する検討など，法教育に関する協議・情報交換等を行う。また，具体的な法教育活動に対する協力・支援

を行うとともに，国民の意識・関心を高めるべく，幅広い層を対象にした広報活動等を行う。

予算額計（執行額） ２年度

29年度 30年度 元年度 当初予算額
施策の予算額・執行額



*1 「司法制度改革推進計画」（平成14年３月19日閣議決定）

Ⅳ－第２－２ 司法教育の充実

学校教育等における司法に関する学習機会を充実させるための方策を検討し，本部設置期限までに，所要

の措置を講ずる。

*2 「消費者教育の推進に関する基本的な方針」（平成25年６月28日閣議決定，平成30年３月20日変更）

Ⅱ－３－（４） 法教育

法教育の内容の一部として，日常生活を支える私法の基本的な考え方を実感として理解し，身に付けるこ

とが挙げられる。自立した消費生活を営むためには，消費活動の前提となる身近な法律である私法の基本的

な考え方（私的自治の原則，契約自由の原則など）を理解する必要がある。この点で，商品・サービスの選

択から契約に至る一連の過程の背後にある私法の基本的な考え方を理解し，考える態度を身に付け，消費者

契約の適正化を目指す消費者教育と法教育は整合するため，連携による実施になじむものである。

*3 「「世界一安全な日本」創造戦略」（平成25年12月10日閣議決定）

Ⅲ－３－（６）－① 法教育に関する関係機関との連絡調整及び学校教材の改定

更なる法教育の推進のため，教育現場等との連携を強化する。また，中学校における法教育の実施状況に

関する調査研究を実施し，その結果を踏まえ，必要に応じて，法教育教材の作成及び改定を行うなど，学校

現場に対する法教育の支援を行う。

*4 「消費者基本計画」（平成27年３月24日閣議決定）

第４章－４－（２） 消費者教育の推進

法教育（中略）などの密接に関連する分野の取組について，消費者庁，文部科学省及び関係府省庁等が適

切に連携して推進する。

*5 「第３次犯罪被害者等基本計画」（平成28年４月１日閣議決定）

Ⅴ－第５－１－（７） 生命・身体・自由の尊重を自覚させる法教育の普及・啓発

法務省において，学校教育を中心として法教育の普及・啓発を促進し，法や司法によって自らを守り，他

者を等しく尊重する理念を体得させることを通じ，他者の生命・身体・自由等を傷つけてはならないことを

自覚させることにもつながるよう，文部科学省，最高裁判所，日本弁護士連合会等の協力を得て，平成17年

５月に発足した法教育推進協議会を通じた取組に努める。

*6 「再犯防止推進計画」（平成29年12月15日閣議決定）

Ⅱ－第６－２－（２）－①－イ 法教育の充実

法務省は，文部科学省の協力を得て，再犯の防止等に資するための基礎的な教育として，法や司法制度及

びこれらの基礎となっている価値を理解し，法的なものの考え方を身に付けるための教育を推進する。加え

て，法務省は，再犯の防止等を含めた刑事司法制度に関する教育を推進し国民の理解を深める。

*7 「経済財政運営と改革の基本方針2019」（令和元年６月21日閣議決定）

第２章－５－（７）－② 治安・司法

（前略）法教育を推進し，民事司法制度改革を政府全体で進める。

*8 法務省ホームページ内の法教育関連ページ

http://www.moj.go.jp/housei/shihouhousei/index2.html

*9 「法教育推進協議会」

平成15年７月に，我が国の学校教育等における司法及び法に関する学習機会を充実させるため，これらに

関する教育について調査・研究・検討を行うべく，「法教育研究会」が設置され，我が国において目指すべき

法教育の在り方について検討が行われ，その成果が報告書として発表された。平成17年には，同研究会にお

ける検討の成果を引き継ぎつつ，更に法教育の普及・推進を図るため，同研究会を改組する形で，法教育推

進協議会が設置された。

21百万円 22百万円 29百万円 31百万円

（16百万円） （13百万円）



*10 「部会」

法教育授業において活用できる高校生を対象とした教材例並びに平成25年度に作成した小学生向け教材例

及び平成26年度に作成した中学生向け教材例を活用した視聴覚教材を作成するため，平成28年３月に，法教

育推進協議会の下に教材作成部会が設置された。

*11 「学校現場における法教育の実践状況調査」

平成24年度から平成27年度にかけて小・中・高等学校における法教育の実践状況調査を行った。その後，

選挙権年齢の引下げ（平成28年６月），成年年齢の引下げ（令和４年４月），新学習指導要領への移行（令和

２年度から順次実施）等，学校を取り巻く環境は大きく変化している状況にあることから，令和元年度には

小学校を対象に再度の調査を行った。


